
佐久市・臼田町・浅科村・望月町　合併協議会

協議項
目番号 コード番号 分科会

名称 事務事業等名称（項目名） 現況調書
ページ 問　題　点 調　整　案 調　整　案　の　詳　細

17 030301010103
社会・
障害者
福祉

社会福祉協議会補助金 3 ４市町村とも実施しているが、補助基準に差異があ
る。

合併時、補助交付基準を設け、地域福祉事業に関
する人件費・事務費について予算の範囲で補助をす
る。

１．事業目的
　社会福祉法に基づく第２種社会福祉事業の実施
２．補助算定基礎
　新市社会福祉協議会が実施する地域福祉事業に関する人
件費と事務費について、新市において補助金交付基準を設
け補助金として交付する。
３．補助対象者
　新市社会福祉協議会

17 030301010113
社会・
障害者
福祉

ふれあいのまちづくり事業補助金 4 佐久市が単独で実施している。 合併時、佐久市の例により実施する。

１．事業目的
　地域福祉コーディネーターを設置して地域福祉の企画・調
査・連絡調整・啓発及び各種相談事業等地域福祉の充実と
発展を図ることを目的として行なう事業。
２．補助算定基礎
　職員人件費１名分
　ふれあいのまちづくり推進委員報酬
　相談員等賃金
　ふれあいいきいきサロン助成金分
３．その他
　新市社会福祉協議会が実施する「ふれあいのまちづくり事
業」の事業費に対し、補助対象上限額６，０００千円の国・県
の補助（補助率２／３）を新市社会福祉協議会が直接受け、
残りの事業費を新市が補助をする。

17 030301010114
社会・
障害者
福祉

ボランティアセンター活動事業補
助金 5 浅科村が単独で実施している。 合併時、浅科村の例により実施する。

１．概要
　ボランティア活動を推進し、地域における福祉コミニティの
形成を図ることを目的とした新市社会福祉協議会の事業に
対し補助をする。
２．補助算定基礎
　ボランティア推進協議会委員報酬
　次の事業に関する経費
　①ボランティア情報誌発行　②相談・登録・斡旋　③養成・
研修　④福祉救援ボランティア活動促進　⑤夏の親子ボラン
ティア体験教室・ボランティアのつどい等その他の活動
３．事業年度
　平成１５年度～平成１７年度の３ヵ年事業であり、新市にお
いては平成１７年度のみ実施。
４．その他
　新市社会福祉協議会が実施する「ボランティアセンター活
動事業」の事業費に対し、補助対象上限額３，２００千円に
国・県補助（補助率２／３）を新市社会福祉協議会が直接受
け、残りの事業費を新市が補助する。

17 030301010115
社会・
障害者
福祉

肢体不自由児父母の会補助金 6 臼田町が単独で実施している。 新市として身体障害者福祉協会へ補助を交付するた
め、合併時廃止する。
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協議項
目番号 コード番号 分科会

名称 事務事業等名称（項目名） 現況調書
ページ 問　題　点 調　整　案 調　整　案　の　詳　細

17 030301010116
社会・
障害者
福祉

地域支え合い活動組織化モデル
事業 7 臼田町が単独で実施している。

新市社会福祉協議会が主体的事業として取り組むボ
ランティア育成等を目的とした各種事業において対
応するため、合併時廃止する。

17 030301010117
社会・
障害者
福祉

福祉教育推進事業 8 臼田町が単独で実施している。
新市社会福祉協議会が主体的事業として取り組む福
祉教育推進等を目的とした各種事業において対応す
るため、合併時廃止する。

17 030301020112
社会・
障害者
福祉

通園通所費等補助事業（村単独
分） 9 浅科村が単独で実施している。

県補助事業である「通園通所費補助」等の各種補助
事業の利用や、ホームヘルプサービスなど既存サー
ビスの利用促進を図るなどをして対応するため、合併
時廃止する。

17 030301020113
社会・
障害者
福祉

障害児・者施設訪問看護サービス
事業 10 臼田町が単独で実施している。 合併時、臼田町の例により実施する。

１．事業目的
　障害児・者施設に通園通所する障害児・者の保護者等の
付添い看護の負担の軽減をするため、主治医の指示に基づ
き施設で行なう経菅栄養・痰の吸引・導入など比較的短時間
でかつ定時の対応で処置が終了する行為に対して助成を行
ない、重度障害児・者等の社会参加を支援する。
２．補助基準額
１日の医療的ケアに要する時間が３０分以内：４，２５０円
１日の医療的ケアに要する時間が３０分を超え６０分以内：８，
３００円
　ただし、対象者の所得が特別児童扶養手当等の支給に関
する法律の規定に基づく特別障害児手当の所得制限額を準
用した所得以上の場合は、基準額に１０分の７を乗じて得た
額以内とする。
３．その他
　県補助対象事業　補助率：１／２

１７ 010305010103 介護
保険 低所得利用者負担対策 11 ４市町村とも国の制度に基づき実施しているが、佐久

市・臼田町・浅科村と望月町の対象者に差異がある。合併時、対象者を統一して実施する。

１．概要
　老人保健福祉局長通知（平成１２年老発第４７４号）に基づ
き、社会福祉法人等が行なう介護サービスを利用する低所
得者に対し、サービス利用料を半額に減免する。
２．対象者
　下記の条件を満たす社会福祉法人等の行なう介護サービ
スを利用する者
　・世帯全員が市民税非課税で合計所得金額が０円である
者
　・市民税課税者と生計を共にしていない者
　・市民税課税者に税法上及び医療保険上扶養されていな
い者
　・資産、貯金が過大でない者
３．その他
　事務処理方法については佐久市の例に統一して実施す
る。

※　各市町村の現況については、添付した現況調書に記載されている。

2


